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単位施工単価が規定された場合におけるスライド条項の運用について 

 

 

単位施工単価については、「公共建築工事標準単価積算基準等の改定について（通

知）」（令和７年 12 月 10 日付け国営積第２号）により新たに規定されているところ

であるが、今後、工事請負契約書第 26 条第１～４条（全体スライド条項）及び第６

項（インフレスライド条項）に基づく協議において、発注者が変動後の価格を算定す

る際に用いる単価については、下記のとおり取扱うこととしたので通知する。 

 

 

記 

 
 
 基準日前の積算時に市場単価を用いた細目工種が、スライド基準日時点の公共建築

工事標準単価積算基準において単位施工単価が規定されている場合には、発注者が変

動後の価格を算定する際に用いる単価に当該細目工種の単位施工単価を用いること

とする。 
 
 

以上 

 
 

 


